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議第７６号 

橿原市議会政治倫理条例の一部改正について 

橿原市議会政治倫理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和５年１２月６日提出 

提出者 橿原市議会議員  井ノ上 剛 

                                                   賛成者 橿原市議会議員  上田 くによし 

                                                    〃     〃     大北 かずすけ 

                                                    〃     〃     谷井 宰 

                                                    〃     〃     樫本 利明 

                                                    〃     〃     今井 りか 

                                                    〃     〃     大保 由香子 

                                                    〃     〃     細川 佳秀 

橿原市議会政治倫理条例の一部を改正する条例 

 橿原市議会政治倫理条例（平成２１年橿原市条例第２１号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

 （誓約書の提出） 

第６条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を橿原市議会議長（以下「議長」

という。）に提出しなければならない。 

 

 

 

（請負の状況の報告等） 

第６条 議員は、毎年６月１日から同月３０日までの間（当該期間内に任期満了又

は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は

議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となっ

た日から起算して３０日を経過する日までの間）に、当該６月３０日の属する会

計年度の前会計年度（議員である期間に限る。第１号エにおいて同じ。）におけ
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改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（税の納付証明書の提出等） 

第７条 議員は、橿原市から賦課されている税の納付を証する書類（以下「税の納

付証明書」という。）を、毎年５月３１日までに議長に提出しなければならな

い。ただし、その任期の開始の日が５月３１日以降である者については、その任

期の開始日から起算して３０日以内に提出するものとする。 

２ 議長は、前項の税の納付証明書を当該年度の６月１日から起算して５年を経過

する日まで保管しなければならない。 

３ 市民は、議長に対し、前項の規定により保管されている税の納付証明書の閲覧

る橿原市に対する請負（地方自治法第９２条の２に規定する請負をいう。以下同

じ。ただし、当該前会計年度において支払を受けたものに限る。）について、橿

原市議会議長（以下「議長」という。）に対し、次に掲げる事項を報告しなけれ

ばならない。 

（１） 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項 

ア 請負の対象とする役務、物件等 

イ 契約締結日 

ウ 契約金額（契約金額が定められている請負に限る。） 

エ 当該６月３０日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額 

（２） 前号エに掲げる総額の合計額 

２ 議員は、前項の規定により報告した事項を訂正する必要があるときは、議長

に、当該訂正の内容を届け出なければならない。 

３ 議長は、第１項の規定による報告（前項の規定による訂正があった場合にあっ

ては、当該訂正後の報告）の一覧を作成し、公表しなければならない。 

（税の納付証明書の提出） 

第７条 議員は、橿原市から賦課されている税の納付状況を証する書類（以下「税

の納付証明書」という。）を、毎年５月３１日までに議長に提出しなければなら

ない。ただし、その任期の開始の日が５月３１日以降である者については、その

任期の開始日から起算して３０日以内に提出するものとする。 
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改    正    前 改    正    後 

を請求することができる。 

４ 市民は、閲覧により知り得た情報を、この条例の目的に沿うよう適正に活用し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条～第１１条 （略） 

（資産報告書の提出） 

第１２条 審査会は、審査の対象となった者に対して、審査のため必要と認めると

きは、規則で定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。 

（違反行為及び虚偽報告等の公示等） 

第１３条 （略） 

２ 審査会は、議員が前条に規定する資産報告書の提出を拒み、若しくは正当な理

 

 

 

 （報告等の保存及び閲覧等） 

第８条 第６条第１項及び第２項の規定による請負の報告及び訂正並びに前条の規定

により提出された税の納付証明書（以下これらを「報告等」という。）は、議長にお

いて、当該報告及び提出すべき期限の翌日から起算して５年を経過する日まで保

存しなければならない。 

２ 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告等の閲覧又は写し

の交付を請求することができる。 

３ 前項の規定により報告等の閲覧をした又は写しの交付を受けた者は、閲覧又は写し

の交付により知り得た情報を、この条例の目的に沿うよう適正に活用しなければなら

ない。 

 （誓約書の提出） 

第９条 議員は、この条例を遵守する旨の誓約書を議長に提出しなければならない。 

第１０条～第１３条 （略） 

（資産報告書の提出） 

第１４条 審査会は、審査の対象となった者に対して、審査のため必要と認めると

きは、議長が定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。 

（違反行為及び虚偽報告等の公示等） 

第１５条 （略） 

２ 審査会は、議員が前条に規定する資産報告書の提出を拒み、若しくは正当な理
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改    正    前 改    正    後 

由なく提出を遅延し、若しくは第１１条に規定する調査への協力の中で虚偽の報

告をし、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公示及び公表しなければな

らない。 

第１４条～第１７条 （略） 

由なく提出を遅延し、若しくは第１３条に規定する調査への協力の中で虚偽の報

告をし、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公示及び公表しなければな

らない。 

第１６条～第１９条 （略） 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、令和５年４月１日に始まる会計年度における請負から適用する。 

 

 

理由 地方自治法の一部改正により議員の請負に関する規制が明確化及び緩和されたことに伴い、議員の請負状況の透明性を確保するため、所要の改正を行うもの 


